
 
 
 
 
 
 
 

 平成 24 年 3 月、明治北海道十勝オーバルにおいて二つの大きな国際大会が開

催されます。そこで、この国際大会にご協力いただける運営ボランティアを募

集します。世界各地から一流ジュニア選手が集うこの国際大会の舞台でスタッ

フとしてお手伝いをしてみませんか！ 

 

１ 日 時 

  世界ジュニア 3 月 2 日（金）～3 月 4 日（日）  

  ジュニア W 杯 3 月 9 日（金）～3 月 10 日（土）  

   ※ 各日、午前 8 時頃（競技開始 3 時間前）に集合し、解散時刻は日付により変化します。 
 
２ 場 所 

  明治北海道十勝オーバル（帯広の森運動公園内）  

  ※ 現地に直接集合していただきます。 
 
３ 募集人数 

  若干名  

   ※ 1 日約 30 名程度を募集します。 
 
４ 応募条件 

  18 歳以上（高校生不可）  

   ※ 参加申込は 1 日単位でも可能です。 
 
５ 募集期間 

  平成 23 年 12 月 22 日（木）～平成 24 年 1 月 31 日（火）  

  ※ 受付時間は、平日（月～金）の午前 9 時～午後 5 時です。【祝日及び 12/29～1/3 は除きます。】 
 
６ 応募方法 

  所定様式（「運営ボランティア応募用紙」）に必要事項を記入の上、 

下記応募・問い合わせ先まで、持参・郵送等にてご提出ください。 

  ※ 応募者の中から書類選考により採用者を決定いたします。 

  ※ 採用・不採用については、募集期間終了後、文書にてご連絡します。 

※ 採用者は、2 月 23 日（木）午後 6 時 30 分に説明会を開催いたしますのでご出席ください。 

    （詳細は通知文書にてお知らせいたします。） 
 
７ ボランティア特典として 

  交通費（1 日 3,000 円程度）及び昼食のほか、記念グッズなどが支給されます。  

 

  応募・問い合わせ先 

〒080-8670 帯広市西 5 条南 7 丁目 1 番地（帯広市役所内） 

2012 世界ｼﾞｭﾆｱｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ選手権大会 

2011/12 ｼﾞｭﾆｱﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄﾌｧｲﾅﾙ・帯広大会実行委員会 

【帯広教育委員会 スポーツ振興室 担当】 

TEL 0155-65-4210 FAX 0155-23-6142 



2012 世界ジュニアスピードスケート選手権大会・帯広大会 

2011/12 ジュニアワールドカップスピードスケートファイナル・帯広大会 

運営ボランティア応募用紙 

 

 私は、平成 24 年 3 月に明治北海道十勝オーバルで開催される標記大会の運営ボランティ

アとして応募いたします。 

 

平成  年  月  日提出 

 

＜一般ボランティア用＞ 

  

１ 
ふりがな 

氏  名   

２ 住  所 

〒   － 

  

  

４ 連絡先（携帯電話番号） 
３ 生年月日     年  月  日生（  歳）

    －    － 

3/2 3/3 3/4 3/9 3/10

５ 性  別 

 

 男性 ・ 女性 

 

 

６

 

参 加 

希望日      

７ 語  学 
  

  

 ※  日本語以外で会話できる外国語があれば記入してください。 

８ 応募動機 
  

  

 ※  応募動機を簡潔に記入してください。 

 

＜注意事項＞ 

① 本人直筆でご記入ください。（5・6 については該当項目に○印をつけてください。） 

なお、パソコン等を利用して作成する場合は、氏名の横に押印をお願いします。 

② 応募用紙提出に伴う諸経費及び、採用時における説明会出席に伴う交通費については、

各自のご負担となります。 

③ 応募用紙の提出及びお問い合わせは、下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒080-8670 帯広市西 5 条南 7 丁目 1 番地（帯広市役所内） 

2012 世界ｼﾞｭﾆｱｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ選手権大会 

2011/12 ｼﾞｭﾆｱﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄﾌｧｲﾅﾙ・帯広大会実行委員会 

【帯広市教育委員会 スポーツ振興室 担当】 

TEL 0155-65-4210 FAX 0155-23-6142 

○ 個人 情 報 の取 扱 い につ い て  
個 人情 報 保 護に 関 す る法 令 や その 他 の 規範 を 遵 守し ま す 。取 得し た 情 報 に 関し て は 、適 切 な 管理 を し 、利 用 目 的以 外 で は使 用 い たし ま せ ん 。 
な お、 法 令 によ り 定 めら れ る 場合 等 を 除き 、 個 人情 報 を 第三 者 に 提供 い た しま せ ん 。  


